
平成１４年(ワ)第２５９２４号  特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１６年３月１７日
　　　　　　　　　　　　　　判　　　　　　決
          原　　　　　　告      チェックポイント　システムズ　インコーポレ
イテッド
          訴訟代理人弁護士　　　熊倉禎男
          同　　　　　　　　　　辻居幸一
          同　　　　　　　　　　竹内麻子
          同　　　　　　　　　　相良由里子
          補佐人弁理士　　    　西島孝喜
          同　　　　　　　　　　北村周彦
　　　    被　　　　　　告　　　ルカトロン・ジャパン株式会社
          訴訟代理人弁護士　　　小池豊
          同　　　　　　　　　　櫻井彰人
          補佐人弁理士　　　    丸山幸雄
　            　  　　　　　主    　　    文
    １　原告の請求をいずれも棄却する。
    ２　訴訟費用は原告の負担とする。
　　　　　　                事実及び理由
第１　請求
　１　被告は，別紙ハ号物件目録及び同ニ号物件目録記載のラベルを製造し，販売
し，又は販売の申出をしてはならない。
　２　被告は，その占有に係る前項記載のラベルを廃棄せよ。
　３　被告は，原告に対し金３億円及びこれに対する平成１４年１２月６日から支
払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要　
　　　本件は，原告が被告に対し，別紙イ号物件目録，同ロ号物件目録，同ハ号物
件目録及び同ニ号物件目録記載のラベル（以下順にそれぞれ「被告製品１」，「被
告製品２」などといい，これらを併せて「被告製品」ということがある。）を製
造，販売するなどの被告の行為が原告の有する特許権を侵害するとして，被告製品
３及び４についてはその製造，販売等の差止め及び製品の廃棄を求め，併せて損害
賠償の支払を求めた事案である。
  １　争いのない事実等（認定の根拠を掲げない事実は，当事者間に争いがな
い。）
　  (1)　原告の有する特許権
　　　　原告は，次のア，イの各特許権（以下順に「本件特許権１」，「本件特許
権２」と，これらを併せて「本件特許権」といい，その発明を順に「本件発明
１」，「本件発明２」と，これらを併せて「本件発明」ということがある。）を有
している。
      ア　本件特許権１
        (ア)　発明の名称　　　電子的に検知可能で不作動化可能な標識及びその
標識を用いた電子安全装置
        (イ)　出願日　　　　　昭和５９年４月２３日
        (ウ)　登録日　　　　　平成４年７月１３日
        (エ)　特許番号　　　　第１６７７４４０号
        (オ)　特許請求の範囲　別紙「特許公報１」写しの請求の範囲１記載のと
おり（以下同公報掲載の明細書を「本件明細書１」という。）
      イ　本件特許権２
        (ア)　発明の名称　　　共振ラベルとその製造方法
        (イ)　出願日　　　　　昭和６３年３月１６日
        (ウ)　登録日　　　　　平成１０年１２月２５日
        (エ)　特許番号　　　　第２８６９０６８号
        (オ)　特許請求の範囲　別紙「特許公報２」写しの請求項１記載のとおり
（以下同公報掲載の明細書を「本件明細書２」という。）
　　(2)　本件発明の構成要件
    　　本件発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（甲２，４）。
    　ア　本件発明１
        Ａ　誘電材からなる平らな基板１４，４２，６２と，前記基板上に平面回



路状に形成され，所定の範囲内の標識回路検知用周波数で共振する同調回路と，前
記基板上の導電部であって，前記基板の両対向面にほぼ対応して位置し前記同調回
路のコンデンサを形成する導電部１０，１２；２２，２４；４６，５０；６６，７
４；１０ａ，１２ａ；２２ａ，２８ａと，前記導電部のいくつかの間にある不作動
化領域とを備え，
　　　　Ｂ　前記不作動化領域は，前記同調回路が十分なエネルギーの不作動化用
周波数で電磁場にさらされると絶縁破壊を生じて，前記検知用周波数で前記同調回
路の共振特性を破壊する，電子的に検知可能で不作動化可能な標識において，
　　　　Ｃ　前記不作動化領域が，前記いくつかの導電部の間にあって前記いくつ
かの導電部を相互に絶縁している誘電材部分からなり，
　　　　Ｄ　この誘電材部分は，アーク放電がそれに沿って生じる放電路を形成
し，
　　　　Ｅ　前記アーク放電は，前記不作動化用周波数での前記電磁場に応答し，
前記誘電材を貫通して前記いくつかの導電部の間で生じて，前記検知用周波数で前
記同調回路の共振特性を破壊もしくは変化させることを特徴とする
　　　　Ｆ　電子的に検知可能で不作動化可能な標識。
    　イ　本件発明２
        Ｇ　１ケの誘導子と１ケのコンデンサとを形成するように図形化された導
電層を備えたシート状支持体を有し，
　　　　Ｈ　該導電層は少なくとも１部の範囲に於いて，絶縁層により分離された
もう１ケの導電層と対向し，
　　　　Ｉ　該絶縁層にはこのように形成された共振回路の非作動化の為の少なく
とも１ケの予定短絡通路が設けてある共振ラベルに於いて，
　　　　Ｊ　前記予定短絡通路が，前記絶縁層(1)に設けた少なくとも１ケの貫通切
込み又は貫通孔(11)で形成されていることを特徴とする，
　　　　Ｋ　共振ラベル。
    (3)　被告製品の構成
      ア　被告製品１と２，被告製品３と４は，それぞれ同一製品を対象としてい
るが，各特許権との対比の便宜上，原告において，２種類の方法により特定したも
のである。
      イ　被告製品１及び３の構成については，それぞれ別紙イ号物件説明書及び
同ハ号物件説明書記載のとおりであり，当事者間に争いない。
      　被告製品２及び４の構成については，当事者間に争いがある。原告は，被
告製品２及び４の構成は，それぞれ別紙ロ号物件説明書及び同ニ号物件説明書記載
のとおりであると主張する。これに対して，被告は，ポリエチレン部には，貫通孔
が存在しないとして否認する。
    (4)　被告の行為
    　ア　被告製品１の製造販売
    　　　被告は，平成１３年ころから被告製品１の製造販売を開始したが，平成
１４年９月３０日にその製造を，同年１０月２５日出荷分をもってその販売を終了
した（乙１５，弁論の全趣旨）。
      イ　被告製品３の製造販売
          被告は，平成１４年７月以降，被告製品３を製造販売している（乙１
５）。
  ２  争点及び当事者の主張
  〔本件発明１と被告製品１及び３との対比〕
    (1)　本件発明１の構成要件充足性
      ア　構成要件Ａ及びＣの充足性
    　（原告の主張）
        (ア)　「前記導電部のいくつかの間にある不作動化領域」の意義
          　構成要件Ａの「前記導電部のいくつかの間」とは，構成要件Ｃの「い
くつかの導電部の間」と同義である。したがって，「前記導電部のいくつかの間に
ある不作動化領域」とは，不作動化領域が導電部と導電部の間，すなわち，少なく
とも２つの導電部の間に存在することを意味する。
        (イ)　被告製品１及び３との対比
            被告製品１及び３のアルミニウム板３及び５はポリエチレンフィルム
からなる基材１を挟んで対向し１個のコンデンサを形成している（別紙イ号及びハ
号物件説明書参照）。そして，アルミニウム板３の部分にはクレーター状部が設け



られており，被告製品１及び３はこのクレーター状部で不作動化している。
            したがって，被告製品１及び３は，本件発明１の構成要件Ａを充足
し，また，構成要件Ｃも充足する。
    　（被告の反論）
        (ア)　「前記電導部のいくつかの間にある不作動化領域」の意義
　　　　　　構成要件Ａの「前記導電部のいくつかの間」における「前記導電部」
とは，「コンデンサを形成する導電部１０，１２；２２，２４；４６，５０；６
６，７４；１０ａ，１２ａ；２２ａ，２８ａ」を指すものであることは明らかであ
る。そして，２つの導電部で１つのコンデンサを形成することは技術常識であるか
ら，「前記導電部のいくつか」とは，コンデンサを形成する導電部１０，１２，同
２２，２４，同４６，５０，同６６，７４，同１０ａ，１２ａ，同２２ａ，２８ａ
というように，２つの導電部の組（１セット）が複数個あることを示していること
も明らかである。
            したがって，「前記導電部のいくつかの間」とは，基板上に複数個あ
る，前記導電部の組（１セット）同士の間（基板表面を水平面とするならば，「水
平方向の間」となる。以下同様に用いる。）であることになり，「前記電導部のい
くつかの間にある不作動化領域」とは，前記導電部の組（１セット）を複数個設
け，その「水平方向の間」に不作動化領域を備えることを意味する。このような解
釈は，本件特許権１に関する無効審判請求に対する審決における解釈や，本件特許
権１の出願経過とも合致する。
        (イ)　被告製品１及び３との対比
            被告製品１及び３は，１個のコンデンサしか有していないから，「前
記導電部のいくつか」を充足せず，したがって，「導電部のいくつかの間にある」
も充足しない。
            被告製品１及び３は，本件発明１の構成要件Ａを充足しない。
            また，構成要件Ｃの「前記不作動化領域が，前記いくつかの導電部の
間にあって」も，前記の解釈を前提とするものであるから，被告製品１及び３は，
構成要件Ｃも同様に充足しない。
　　　イ　構成要件Ｂの充足性
      （原告の主張）
        (ア)　「前記検知用周波数で前記同調回路の共振特性を破壊する」の意義
          　構成要件Ｂの「検知用周波数」は，「不作動化用周波数」と，同じ周
波数であってもよく，２つの共振周波数を有する場合に限定されるものではない。
このことは，本件明細書１に，１つの周波数で検知され，不作動化される実施例が
記載されていること（本件明細書１第８欄１９ないし３９行，第１図）から明らか
である。
  　　　　　また，構成要件Ｂの「前記検知用周波数で前記同調回路の共振特性を
破壊する」は，「前記検知用周波数での前記同調回路の共振特性を破壊する」と解
すべきである。このことは，例えば本件特許１の請求の範囲第１項の従属項である
同第４項に「前記検知用周波数での前記同調回路の共振特性が破壊もしくは変化す
るように」と記載されていること，及び，発明の詳細な説明欄（本件明細書１第１
１欄１１行）に「検知用周波数での標識の共振特性は，永久に破壊される。」と記
載されていることから明らかである。
　　　　(イ)　被告製品１及び３との対比
　　　　　　被告製品１及び３は，共振回路が約８．２メガヘルツ（中心周波数）
の不作動化用周波数で電磁場にさらされると絶縁破壊を生じて，検知用周波数での
共振回路の共振特性が破壊される。
　　　　　　よって，被告製品１及び３は，本件発明１の構成要件Ｂを充足する。
      （被告の反論）
　　　　(ア)　「前記検知用周波数で前記同調回路の共振特性を破壊する」の意義
　　　　　　構成要件Ｂの「前記検知用周波数で前記同調回路の共振特性を破壊す
る」における「前記検知用周波数」とは，構成要件Ａの「所定の範囲内の標識回路
検知用周波数」を指すと解すべきである。
            そして，この「検知用周波数」は，「前記不作動化領域は，前記同調
回路が十分なエネルギーの不作動化用周波数で電磁場にさらされると絶縁破壊を生
じて，」（構成要件Ａ）における「不作動化用周波数」とは異なるものと解すべき
である。
        (イ)　被告製品１及び３との対比



            被告製品１及び３においては，同調回路を不検知化する周波数と，検
知用周波数は，同一の８．２メガヘルツ周波数（中心周波数）であり，「前記検知
用周波数」と異なる「不作動化用周波数」を用いていない。
            また，被告製品１及び３においては，検知用周波数でその同調回路の
共振特性が破壊されることはない。
            したがって，被告製品１及び３は，本件発明１の構成要件Ｂを充足し
ない。
            なお，同様の理由により，被告製品１及び３は，構成要件Ｅ「前記検
知用周波数で前記同調回路の共振特性を破壊もしくは変化させることを特徴とす
る」を充足しない。
      ウ　構成要件Ｄ及びＥの充足性
      （原告の主張）
　　　　(ア)　構成要件Ｄ及びＥの「アーク放電」の意義
          　本件発明１における不作動化とは，十分な電気エネルギーで共振回路
を共振させ，放電により全路破壊を生ぜしめて，コンデンサの電極間を短絡させる
というものであり，アークが基板層を貫通することにより短絡路が形成されること
が重要なのであって，基板層を貫通するものであれば，それがアーク以外の放電で
あっても差し支えない。
          　また，基板層を貫通する放電，すなわち，電極間の全路破壊により短
絡を生ぜしめる放電としては，アーク放電と火花放電があり得るが，その区別の基
準は様々であり，火花放電がいつアーク放電に移行したかを判定することは困難で
あるし，全路破壊が火花放電によるものか，アーク放電によるものかについては，
明確な基準は学問上確立されていないから，このような基準を定立する技術的意義
もない。
          　よって，構成要件Ｄ及びＥの「アーク放電」とは，実質的には「火花
放電」を含むものと解すべきである。
        (イ)　被告製品１及び３との対比
          ａ　被告製品１及び３は，以下の実験結果等に照らすと，アーク放電に
より不作動化している。なお，被告製品１についての各実験結果は，被告製品３に
も当てはまる。
          (ａ)　甲６の実験報告書
              　被告製品１のクレーター状部では，強い電磁波の投射（共振）に
より放電が発生し不作動化している（甲６，実験報告書）。すなわち，甲６の実験
によると，不作動化装置のスイッチを入れ，被告製品１の同調回路に強いエネルギ
ーの電磁波を投射すると（甲６，写真１２），被告製品１の同調回路が共振特性を
失い，不作動化される（甲６，写真１３）。これは，被告製品１の同調回路に強い
エネルギーの電磁波を投射すると，同調回路を構成するコンデンサの誘電体内の電
流が飛躍的に急増し，誘電体を挟んだ電極間の電圧が急に高くなり，放電が生じ，
連結し，共振特性が失われること（不作動化）を示すものである。
          (ｂ)　甲１４の実験報告書
              　原告は，厚さがそれぞれ５０μｍ及び９μｍ，底辺が２０ｍｍ，
頂点から底辺までの高さが２１ｍｍの五角形の形状を有するアルミ箔を２枚使用
し，アルミ箔の五角形の頂点が厚さ２２μｍのポリエチレンを挟んで対向する構成
を有するサンプルを作成し，これに電圧を加える実験を行った（甲１４。なお，被
告製品１は，２０μｍ厚のポリエチレンを，上下方向から５０μｍ及び１０μｍ厚
の２枚のアルミニウムが挟む構成を有している。）。その結果，サンプルは２９０
０Ｖで絶縁破壊したが，絶縁破壊の瞬間に強い発光が観察されたほか，上下のアル
ミ箔の対向部分（五角形の頂点部分）に貫通孔を生じて短絡し（甲１４，４頁），
実際に短絡路も観察された（甲１４，５頁中段左右の写真）。
  　　　　　　　本サンプルにおけるアルミニウムとポリエチレンの溶融温度は，
それぞれ約６６０℃，約１３０℃であることから，絶縁破壊時の貫通孔周辺は少な
くとも６６０℃を越える温度になっていることが分かる。
        　　　　このように，サンプルの貫通孔部分が少なくとも６６０℃を超え
る温度で絶縁破壊したこと，及び絶縁破壊時に強い発光が観察されたことに照らす
ならば，サンプルがアーク放電により絶縁破壊したことが認められる。すなわち，
サンプルのアルミ箔間に電圧を加えていくと，まず，誘電材であるポリエチレンが
部分破壊され，部分破壊された空間には気体放電が持続され，いわゆるアーク放電
に移行し，その際，ポリエチレンの部分破壊箇所により大きな貫通孔が形成される



こと，また，その放電両端のアルミ箔の一部が溶融され，これがポリエチレンの貫
通孔にアルミニウムが溶着して短絡路が形成され，絶縁破壊されることが明らかで
ある。
  　　　　　　　そして，サンプルは，被告製品１及び３と同様の構造を模して作
成されているから，本実験から，被告製品１及び３においても，アーク放電が発生
し，ポリエチレンフィルムの貫通孔にアルミニウムが溶着して短絡路が形成され絶
縁破壊されることがわかる。
          (ｃ)　甲１５の意見書の記載内容
              　甲１４の実験からすると，被告製品１の不作動化は，当該部分が
少なくとも約６６０℃を越える温度となる放電によって生じている。すなわち，ア
ルミニウム板間に電圧を加えていくと，まず，誘電材であるポリエチレンフィルム
の凹部が部分破壊され，部分破壊された空間には放電が発生，持続される。その
際，ポリエチレン凹部の部分破壊箇所には，より大きな貫通孔が形成される。ま
た，放電発生時には，その放電両端のアルミニウム板の一部は溶融され，これがポ
リエチレンフィルムの貫通孔周辺に溶着され，電気的な短絡路が形成される。
        　　　　そして，アルミニウムの融点は６６０.４℃であるから，アルミニ
ウムにおける極限電圧と極限電流は，これより融点の低い亜鉛（Ｚｎ）と融点の高
い銀（Ａｇ）の極限電圧と極限電流の間の８.１ないし９.０Ｖ及び０.３６ないし
０.９Ａと推測されるところ，被告製品１のコイルに誘起される電圧は，４１ないし
６８Ｖ，コイルの電流は，０.２５～０.４１Ａであるから，被告製品１のアルミニ
ウム板間においては，アーク放電の発生の可能性があることは明白である。
          ｂ　以上のとおり，被告製品１及び３においては，コンデンサのアルミ
ニウム電極間に短絡が生じて全路破壊が生じており，コロナ放電のような部分放電
によるものではない。
　　　　　　　そして，被告製品１及び３においてコンデンサのクレーター状部に
全路破壊により短絡が生じていることからすれば，アーク放電又は火花放電が生じ
ていることは明らかである。
　　　　　　　よって，被告製品１及び３は構成要件Ｄ及びＥを充足する。
      （被告の反論）
        (ア)　構成要件Ｄ及びＥの「アーク放電」の意義
            本件発明１は，アーク放電により誘電材を貫通して同調回路の共振特
性を破壊もしくは変化させることを特徴とするものであり，アーク放電の中にアー
ク放電とは異なる放電現象である火花放電をも含めて解釈することは許されない。
アーク放電と火花放電とは異なる放電現象であり，アーク放電の中に火花放電を含
めて解釈することは理論的にも誤りである。原告も，当初は，アーク放電を字義ど
おりの意味にとらえていた。
        (イ)　被告製品１及び３との対比
            誘電体の絶縁破壊は，放電以外にも様々な原因により生じるものであ
る。原告の主張は，誘電体の絶縁破壊が起きる原因が放電しかないことを前提とし
た誤ったものである。
            また，放電は，気体中（固体誘電体の表面や，ボイドなど）に発生す
るものであり，固体誘電体内部を貫通して発生するものではない。
            なお，沿面放電（液体，固体誘電体の表面に沿って放電が生じる場
合）において，発生した放電がアーク放電に進展することがあり，その場合アーク
劣化（固体が放電にさらされたときに，主にその熱作用で表面が劣化し，導電路が
形成されること。）が生じるが，このアーク劣化が生じるには，１２５００Ｖの高
電圧を一定条件で１３５秒ないし１６０秒印加しなければならない。
            被告製品１及び３のアルミニウム板の間に流れる電流の大きさは０．
０１８ないし０．０３３Ａにすぎず，このような微弱な電流ではアーク放電は発生
しない（乙１０）。
            被告製品１及び３において不検知化するのは，アルミニウム板の間に
発生する電圧によって，クレーター状部にあるアルミニウム板の表面に強い電界が
発生し，その電界でアルミニウム金属原子を放出させ，その原子が絶縁物（ポリエ
チレン）を構成する高分子の透間に沈着し，その結果，両方のアルミニウム板を電
気的に接続するためであり，アーク放電の熱により絶縁物が破壊されることによる
のではない。
            以上のとおり，被告製品１及び３においてはアーク放電は発生してい
ない。また，被告製品１及び３のクレーター状部のアルミニウム電極間に全路破壊



も発生していない。　　　
            よって，被告製品１及び３は，本件発明１の構成要件Ｄ及びＥを充足
しない。　
    (2)　被告製品１及び３における「火花放電」は，構成要件Ｄ及びＥの「アーク
放電」と均等の範囲に含まれるか否か。
    （原告の主張）
        仮に，構成要件Ｄ及びＥの「アーク放電」には，「火花放電」を含まず，
被告製品１及び３において発生した放電が「火花放電」であるとしても，以下のと
おり，被告製品１及び３における「火花放電」は，構成要件Ｄ及びＥの「アーク放
電」と均等の範囲に含まれる。
      ア　本質的部分について
　　　　　本件発明１の特徴的な部分は，共振回路を有する商店からの商品の盗難
防止等に用いられる電子安全装置（タグ）において，コンデンサの電極間を放電に
より積極的に短絡させ，全路破壊を生じさせることにあるから，その手段としての
アーク放電は本件発明１の本質的部分ではない。
　　　イ　置換可能性について
    　　　アーク放電と火花放電とでは，電極間が短絡される全路破壊を生ぜしめ
る点において相違はない。したがって，アーク放電を火花放電に置き換えたとして
も，本件発明１の目的を達成し，その作用効果を奏することができる。
　　　ウ　容易想到性について
    　　　被告製品１及び３の製造時に，当業者であれば，コンデンサの電極間を
短絡させ，全路破壊を生じさせる火花放電を発生させ，これにより共振回路のコン
デンサの共振特性を破壊もしくは変化させることができることを，極めて容易に想
到し得たものである。
　　　エ　容易推考性について
          被告製品１及び３は，先行技術と大きく相違しているから，本件特許発
明１の出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから容易に推考できたもの
ではない。
      オ　意識的な除外について
　　　　　本件特許権１の特許出願手続において，火花放電により電極間を短絡さ
せ，全路破壊を生ぜしめる場合を本件特許権１の請求の範囲から意識的に除外した
等の特段の事情はない。
　　（被告の反論）
　　　ア　均等侵害の前提の欠如
　　　　　原告は，被告製品１及び３において火花放電が発生していることを前提
として，あるいは，少なくとも火花放電が発生しているとして，均等侵害を主張す
る。しかし，被告製品１及び３においては，火花放電は発生していないか，火花放
電が発生しているに足りる立証がされていない。
      　このように，原告は，被告製品の構成を確定することなく，均等侵害を主
張するが，このような均等侵害が成立する余地はない。
      　原告の均等侵害に関する主張は，主張自体失当である。
      イ　均等侵害の要件の欠如
      　被告製品１及び３において発生した放電が「火花放電」であるとしても，
以下のとおり，被告製品１及び３における「火花放電」は，構成要件Ｄ及びＥの
「アーク放電」の均等の範囲に含まれない。　　　　
　　　　(ア)　本質的部分について
　　　　　　本件明細書１の「（特許）請求の範囲」欄には，「アーク放電」と明
確に記載され，「発明の詳細な説明」欄には，電気アークの発生・形成，電気アー
ク発生による金属の気化，放電路への金属の付着などが記載され，後記(エ)記載
の，本件特許１の出願経過にも照らすと，アーク放電の発生は，本件発明１の本質
的部分である。
　　　　(イ)　置換可能性について
　　　　　　原告の提出に係る甲１７には，「部分放電から全路破壊に移行すると
きの過渡現象を火花放電といい，全路破壊に完全に移行した放電をアーク放電とい
う」旨記載されており，火花放電が生じても，全路破壊に至っていないことが明ら
かである。
　　　　　　また，そもそも，被告製品１及び３においては全路破壊は生じていな
いから，本件１の作用効果も奏しない



　　　　　　よって，置換可能性はない。
　　　　(ウ)　容易想到性について
　　　　　　前記(イ)記載のとおり，火花放電が生じても，全路破壊は生じないの
であるから，原告の容易想到性に関する主張は前提を欠く。
　　　　(エ)　意識的な除外について
　　　　　　本件特許１の出願人は，特許請求の範囲の記載につき，当初「アーク
放電を優先的に生ぜしめ」とし（乙１の２），その後，「アーク放電させ」と手続
補正した（乙１の３）。
            そして，拒絶理由通知書に対する意見書（乙１の７）において，誘電
材を貫通して生じる絶縁破壊によって共振特性を破壊，変化させる手段として様々
な方法があり，その一例としてアーク放電を説明し，その上で手続補正し（乙１の
６），現在の本件発明１の内容の記載に至ったものである。
            このような本件発明１の出願経過からすると，本件特許１の出願人
は，誘電材部分に生じる放電につきアーク放電に意識的に限定したものというべき
である。
  〔本件発明２と被告製品２及び４との対比〕
    (4)　本件発明２の構成要件充足性
    （原告の主張）
        前記のとおり，被告製品２及び４は，それぞれ被告製品１および３と同一
製品を対象としているが，本件発明２との対比の便宜上，原告において，別個の方
法により特定したものである。
        被告製品２及び４は，以下のとおり，本件発明２の技術的範囲に属する。
　　　ア　構成要件Ｉの充足性
          被告製品２及び４に貫通孔が存在する以上，被告製品２及び４において
は貫通孔において放電現象が生じ，貫通孔に短絡通路が形成されて短絡が生じるこ
とになる（本件明細書２第５欄３５ないし３９行目参照）。すなわち，貫通孔が予
定短絡路となっている。
          よって，被告製品２及び４は，本件発明２の構成要件Ｉを充足する。
　　　イ　構成要件Ｊの充足性
　　　　　以下のとおり，被告製品２及び４は，本件発明２の構成要件Ｊを充足す
る。
        (ア)　「前記絶縁層(1)に設けた」について
            本件発明２は物の発明であって，製造方法によって限定された物の発
明ではないから，その技術的範囲は，貫通孔が設けられた特定の方法に限定される
ものではない。仮に，被告製品２及び４の製造過程において，貫通孔を形成するた
めの工程がないとしても，貫通孔が存在しさえすれば，貫通孔を「設けた」といえ
る。
            前記ア記載のとおり，被告製品２及び４のクレーター状部には，貫通
孔が存在している。
　　　　(イ)　「少なくとも１ケの」について
            構成要件Ｊの「少なくとも１ケの」貫通孔とは，最少でも１ケを意味
する。このことは，本件明細書２に「貫通した１ケの切込み又は孔（複数，例えば
２ケ乃至３ケ在ってもよい）」（本件明細書２第５欄２９ないし３０行）と記載さ
れていることからも明らかである。
            前記ア記載のとおり，被告製品２及び４には，少なくとも１ケの貫通
孔が存在する。
        (ウ) 「貫通切込み又は貫通孔(11)」について
            物の発明である本件発明２においては，貫通孔が存在すれば足りるの
であって，その技術的範囲は，貫通孔を形成する特定の方法に限定されるものでは
ないし，また，貫通孔を積極的に設ける意図が存在する場合に限定されるものでも
ない。
            前記ア記載のとおり，被告製品２及び４には，貫通孔が存在してい
る。
　　　　(エ)　「予定短絡通路が，・・・（貫通切込み又は貫通孔(11)）で形成さ
れている」について
            後記ウ記載のとおり，短絡通路が共振特性を永久に破壊させるという
性質を有する必要はない。そして，前記ア記載のとおり，被告製品２及び４には予
定短絡通路が存在する。



      ウ　被告製品２及び４は，公知技術を実施したものにすぎないか。
          被告は，被告製品１及び３が，本件明細書２第４欄４０行ないし５欄１
１目に記載された従来技術と同一の構成を有するから，公知技術の実施品にすぎな
いと主張する。しかし，被告製品２及び４には，貫通孔が存在している以上（甲１
３），被告製品２及び４は，本件明細書２第４欄４０行ないし５欄１１行目に記載
された従来技術とは異なるから，被告の上記主張は失当である。
          また，被告は，被告製品２及び４には，共振特性を永久に破壊させるた
めの永久短絡路が形成されておらず，被告製品２及び４は，公知技術の実施である
旨主張する。しかし，本件発明２は，上記の意味の永久短絡路を形成することを構
成要件としていないから，被告の主張は，主張自体失当である。
　　（被告の反論）
        被告が製造販売する製品は，被告製品２及び４と特定されるべきではな
く，被告製品１及び３と特定されるべきである。したがって，被告は，そもそも，
被告製品２及び４を製造，販売していない。なお，被告は，被告製品が，被告製品
１及び３で特定される物であること前提として，本件発明２の技術的範囲に含まれ
ない旨を主張する。
      ア　構成要件Ｉの充足性
          被告製品１及び３のポリエチレン層（絶縁層）には，共振回路の非作動
化のための少なくとも１ケの「予定短絡通路」は設けられていない。
　　　　　そもそも，原告は，被告製品のどの部位が予定短絡通路であるかを明示
して主張しておらず，主張自体失当である。
      イ　構成要件Ｊの充足性
          被告製品１及び３には，貫通切込み又は貫通孔が存在しないから，被告
製品１及び３は，本件発明２の構成要件Ｊを充足しない。
          また，以下の点に照らしても，被告製品１及び３は，本件発明２の構成
要件Ｊを充足しない。
        (ア)　「前記絶縁層(1)に設けた」について
          ａ　意義
              本件明細書２には，貫通切込み又は貫通孔の直径，断面積，個数，
複数ある場合の貫通孔同士の間隔，位置決め，設ける手段（ナイフロール，針ロー
ル，レーザー），製造方法などについて記載されている。
              したがって，貫通切込み又は貫通孔を「設ける」とは，積極的にそ
の仕様を設定し，それに基づいて積極的にシート状支持体（絶縁層１）に孔を形成
することを意味し，たまたま孔が開いた場合は含まれないと解釈すべきである。
          ｂ　被告製品１及び３との対比
              被告製品１及び３の製造工程には，貫通切込み又は貫通孔を積極的
に形成する工程は含まれていない。したがって，被告製品１及び３には，積極的に
形成された貫通切込み又は貫通孔は存在しない。
        (イ)　「少なくとも１ケの」について
          ａ　意義
              「少なくとも１ケの」とは，同じ製造工程において製造する場合
に，同時に複数製造される共振ラベルは，それぞれ「同じ個数」の貫通孔が設けら
れていることを意味する。
              すなわち，「少なくとも１ケ設ける」とは，同じ製造工程で製造さ
れた共振ラベルに開けられた貫通孔の数は，すべて共通であることを意味し，同じ
製造工程で製造されたもののうち，あるものは１ケ貫通孔が開いているが，他のも
のは３ケ開いているとか，他のものは開いていない，という場合を含まないと解す
べきである。
          ｂ　被告製品１及び３との対比
              原告の主張によれば，同じ製品において貫通孔のあるもの（被告製
品２及び４）と，ないもの（被告製品１及び３）の２種類があるとのことであるか
ら，被告製品１及び３は，「少なくとも１ケの」との要件を充足しない。
　　　　(ウ) 「貫通切込み又は貫通孔(11)」について
　　　　　ａ　意義
            構成要件Ｊの「貫通孔」は，積極的に「貫通」するように設けた「切
込み」，「孔」をいうものであり，たまたま開いているものは含まないと解すべき
である。
          ｂ　被告製品１及び３との対比



              前記(ア)ｂ記載のとおり，被告製品１及び３には，積極的に形成さ
れた貫通切込み又は貫通孔は存在しない。
　　　　(エ)　「予定短絡通路が，・・・（貫通切込み又は貫通孔(11)）で形成さ
れている」について
　　　　　ａ　意義
              本件明細書２第５欄３３ないし４１行目に記載された公知技術
（「公知の型押し」）との対比からすれば，本件発明２では明瞭な通路が与えられ
ることが前提となっているというべきである。すなわち，ここでの「短絡通路」と
は，本件発明２の効果の記載との関係から，不作動化した後にすぐにふさがってし
まうようなものではなく，「非作動化が確実に長期」に続くような「貫通孔」で形
成された「短絡通路」を指すものというべきである。
          ｂ　被告製品１及び３との対比
              被告製品１及び３においては，不作動化した後でも，クレーター状
部９を針でこするなどすると，すぐに共振特性が復活してしまう。
              すなわち，被告製品では，共振特性を永久に破壊させるための永久
短絡路が形成されていない。
              また，前記ア記載のとおり，被告製品１及び３には予定短絡通路が
存在しない。
      ウ　被告製品２及び４は，公知技術を実施したものにすぎないか。
          被告製品１及び３におけるクレーター状部９は，①加熱した直径１ｍｍ
程度の金属製ピンによって，アルミニウム３を押圧する，②このピンによって，ア
ルミニウム板３からアルミニウム５方向に押圧することにより，アルミニウム板３
と基材１が変形し，クレーター状部９（リング状の９ａ部と平坦部９ｂ）が形成さ
れる，③この押圧によって，アルミニウム板３の裏側にあるポリエチレン層は圧力
によって押しつぶされ，薄いポリエチレン部９ｃが形成される，という方法により
形成される。
          被告製品１及び３は，本件明細書２第４欄４０行ないし５欄１１目に現
在市場にある製品，すなわち従来技術であると記載されたものと同一の構成を有す
る。
          また，被告製品１及び３においては，共振特性が破壊され不作動化した
後も，容易に共振特性が復活し，共振特性を永久に破壊させるための永久短絡路が
形成されていないので，不良率の増加や非作動化が確実に長期に渡って実施不可能
であることといった本件発明２の課題が解決されていない。
          したがって，公知技術の実施品にすぎない被告製品１及び３は，本件発
明２の技術的範囲に属しない。
    (4)　被告製品３及び４の製造等の差止め及び廃棄を求めることができるか。
    （原告の主張）
　　　　被告は，本件発明の技術的範囲に属する被告製品３及び４を，業として製
造販売，及び販売の申出をして，本件特許権を侵害している。
　　　　よって，原告は，被告製品３及び４について，特許法第１００条１項に基
づき差止めを求めるとともに，同条２項に基づき廃棄を求める。
　　（被告の反論）
        争う。
    (5)　損害の有無及びその額
    （原告の主張）
        被告は，平成１３年ころから被告製品１及び２の製造販売を開始し，平成
１４年１１月までに，少なくとも１億５０００万枚の被告製品を販売したものと考
えられる。
　　　　原告のタグ１当たりの利益は２円であることから，原告の受けた損害の額
は，３億円を下らない。
　　（被告の反論）
        争う。
第３　争点に対する判断
  〔本件発明１と被告製品１及び３との対比〕
　１　争点(1)（本件発明１の構成要件充足性）について
　　(1)　構成要件Ｄ及びＥの充足性について
　　　ア　「アーク放電」の意義
　　　　(ア)　本件明細書１の記載



　　　　　　本件明細書１には以下の記載がある。
　　　　　ａ　本件明細書１の「特許請求の範囲」欄には，「前記不作動化領域
が，前記いくつかの導電部の間にあって前記いくつかの導電部を相互に絶縁してい
る誘電材部分からなり，この誘電材部分は，アーク放電がそれに沿って生じる放電
路を形成し，前記アーク放電は，前記不作動化用周波数での前記電磁場に応答し，
前記誘電材を貫通して前記いくつかの導電部の間で生じて，・・・」との記載があ
る（本件明細書１第１欄１９行目ないし第２欄６行目）。
　　　　　ｂ　本件明細書１の「発明の詳細な説明」欄には，「絶縁破壊で形成さ
れた電気アークは，外部電源から継続して共振回路に伝達されているエネルギーに
より維持される。電気アークは凹部２０付近で金属を気化させて，導電路１８を破
壊し，このため標識回路の共振特性が永久的に破壊される。」との記載がある（本
件明細書１第１０欄６ないし１１行目）。また，同欄には，「電気アークはコンデ
ンサ板同士の間で生じ，その表面では生じないので，コンデンサ板の表面を被覆し
ているまたはその表面に接触している材料が何であるかによって，電気アークの能
力，つまりアークが発生する付近にある金属を気化させるアークの能力が大きく変
化することはない。」との記載がある（本件明細書１第１１欄１９ないし２５行
目）。
　　　　　ｃ　また，同欄では，第１０図ないし第１２図を用い，コンデンサ板の
間でプラスチック層を通る電圧降伏の開始状態，アーク放電後プラズマが形成され
た状態などが説明されている（本件明細書１第１６欄４ないし１１行目）。
　　　　　ｄ　これに対し，本件明細書１においては，絶縁破壊に当たり生じる現
象につき，アークが発生すること及びアーク放電以外の現象については何らの言及
もない。
　　　　(イ)　文献等における記載
　　　　　ａ　甲１８の２（電気工学ハンドブック）
　　　　　　　甲１８の２の図１７においては，気体放電が持続放電と非持続放電
とに分けられており，そのうち持続放電が，コロナ放電，火花放電，グロー放電及
びアーク放電の４つに分類されている。
　　　　　ｂ　甲３４（放電ハンドブック）
　　　　　　　甲３４では，火花放電につき，電気が絶縁体である気体が電子の電
離増倍作用で極めて短時間に導電率の高い強電離プラズマとなり，ギャップを橋絡
する現象と説明されている。そして，「２．２．１　定常放電と火花放電」の項目
では，低気圧放電管の定常放電が，暗流域とタウンゼント放電で開始され，電流密
度の過渡的上昇による空間電荷作用で電圧降下を生じ，グロー放電に移行するこ
と，電流密度を上昇させるには印可電圧の上昇を必要とし，その後，再び電流密度
の過渡的急上昇と電圧降下が起こり，放電の最終段階であり導電率の高いアーク放
電に至ること，アーク放電の特徴として，電圧が数十Ｖで数百㎜Ａ以上の電流を維
持することなどの記載がある。そして，このような定常放電と火花放電との相違点
が説明されている。
　　　　　　　なお，甲３４の図１及び図２では，タウンゼント放電からグロー放
電及びアーク放電へ移行する際の電流と電圧の関係が示されているが，これらか
ら，アーク放電へ移行するために，タウンゼント放電やグロー放電の場合と比較し
て極めて強い電流が必要とされることが読み取れる。
　　　　　ｃ　乙７（誘電体現象論）
　　　　　　　乙７の３２４頁においては，「固体誘電体の表面，あるいは近くの
媒質（気体または液体）に高電圧が加わると，この電極間は火花放電を経由して全
路破壊に進展し，そのときの条件（電源容量，電極構成など）によって放電形式は
グロー放電，さらにはアーク放電に移行する。」との記載がある。
　　　　　ｄ　乙１３（理化学辞典）
　　　　　　　乙１３の７頁においては，「アーク放電」の項目において，アーク
放電について気体放電がもっとも進展し電極材料の一部が蒸発して気体になった状
態などと説明されている。また，１２６７ないし１２６８頁においては，「放電」
の項目において，放電には，高電圧のもとでは絶縁破壊した絶縁体を通じて行われ
るものもあること，絶縁体が気体の場合には気体放電ということ，グロー放電にお
いては，電子とイオンが陽極付近にプラズマを形成して陽極柱を作り，陰極付近に
はイオンの空間電荷層を生じて大きい電位差（陰極降下）が存在すること，大電流
が流れて陰極で熱電子放出が生じるようになれば，陰極降下が著しく減少しもっと
も進んだ段階のアーク放電となること，グロー放電やアーク放電の前に不連続的過



渡現象として火花放電が生じることもあり，電場が不均一ならば，さらにその前に
コロナ放電が起こること，普通は，気圧が低くないときは火花放電となることなど
が説明されている。
　　　　　ｅ　乙２１の添付資料（世界大百科事典）
　　　　　　　乙２１の添付資料にも，気体放電が，持続放電と非持続放電，火花
放電，グロー放電とアーク放電などに分類される旨が記載されている。
　　　　(ウ)　小括
　　　　　　前記(ア)に記載したとおり，本件明細書１においては，本件発明１の
電子標識の絶縁層において，アーク放電が生じる旨の記載のみがなされている。そ
して，前記(イ)に記載した文献等の記載によれば，アーク放電は，火花放電をはじ
めとした他の放電方式とは明確に区別され，一義的な意味を有した用語である。そ
うすると，本件発明１の構成要件Ｄ及びＥにおける「アーク放電」とは，字義どお
りアーク放電のみを指すのであって，その他の形式の放電を包含しないと解するの
が相当である。
　　　　　　原告は，本件発明１の作用効果等に照らすと，本件明細書１にいうア
ーク放電には，火花放電も含めて解釈すべきである旨主張するが，上記のとおり，
採用することができない。
　　　イ　被告製品１及び３との対比
　　　　　以下の点に照らすならば，被告製品１及び３において，クレーター状部
の絶縁層においてアーク放電が発生していることを認めるに足りる証拠はない。し
たがって，被告製品１及び３は，本件発明１の構成要件Ｄ及びＥを充足しない。
　　　　(ア)　放電の有無について
　　　　　　原告の行った各実験の報告書（甲１９，２３）には，被告製品１及び
３を不作動化させる際に発光が見られた旨の記載があり，原告は，これらの発光
は，被告製品１及び３のクレーター状部において放電が生じて絶縁破壊しているこ
とを示すものである旨主張する。
　　　　　　しかし，被告製品１及び３のクレーター状部は，絶縁層であるポリエ
チレンの上下が，導電層であるアルミニウムにより覆われている。したがって，甲
１９及び２３において，被告製品に電圧を負荷してこれを不作動化させる際に，外
部から，被告製品において発光があることを認識したとしても，これにより，ポリ
エチレン内部で放電が生じていると断定することはできないというべきである。
　　　　　　むしろ，後に３(2)において判示するような被告製品のクレーター状部
の製法や，実際に被告製品のクレーター状部のアルミニウムの一部に亀裂が存在し
ていることに照らすならば，被告製品のクレーター状部において放電が生じている
としても，被告製品のクレーター状部を設ける際に，アルミニウム及びポリエチレ
ン部に亀裂が生じ，これらの亀裂部分を介して電極間に放電が生じている可能性を
否定することはできない。したがって，原告の実施した実験結果から，被告製品の
絶縁層で放電が生じているとは認め難い。
　　　　　　なお，原告は，実験により，被告製品１及び３が不作動化する際の誘
起電圧を測定しているが，前記のとおり，そもそも被告製品の絶縁層に放電が生じ
ているか否か明らかでない以上，これらの実験の結果をもって，直ちに，被告製品
１及び３の絶縁層において放電が生じていると認定することはできない。
　　　　(イ)　アーク放電の有無について
          　前記ア(イ)に記載した文献等の記載に照らすならば，アーク放電が発
生するためには，電極間に極めて強い電流が維持される必要がある。しかし，本件
全証拠によるも，被告製品１及び３において，不作動化させる際にどの程度の電流
が維持されることが必要か明らかではない。以上のとおりであるから，仮に，被告
製品の絶縁層において放電が生じているとしても，アーク放電であると認めること
は到底できない。
　２　争点(2)（均等侵害の成否）について
  　原告は，仮に，構成要件Ｄ及びＥの「アーク放電」には，「火花放電」を含ま
ず，被告製品１及び３において発生した放電が「火花放電」であるとしても，被告
製品１及び３における「火花放電」は，構成要件Ｄ及びＥの「アーク放電」と均等
である旨主張する。この点について判断する。
　　(1)　事実認定
　　　ア　出願経過について
　　　　(ア)　公表特許公報（乙１の２）の記載
　　　　　　本件発明１は，昭和５９年４月２３日に出願され，昭和６１年９月４



日に公表されたが，この公表特許公報においては，本件発明１に係る請求項につ
き，「導電域内で両導電域の間を結びかつ基盤を貫通する導電路を形成してこの基
盤に十分なエネルギの前記周波数での電磁場に応答してアーク放電を優先的に生じ
しめ」と記載されていた（乙１の２）。
　　　　(イ)　手続補正書（自発）（乙１の３）の記載
　　　　　　その後，出願人は，同年１２月９日，前記部分につき，「共振標識回
路の存在を検知すると動作して十分なエネルギーの前記共振周波数で電磁場を生
じ，これによって標識回路の基板を通って両コンデンサ板の間をアーク放電させ」
と補正した（乙１の３）。
　　　　(ウ)　意見書（乙１の７）の記載
　　　　　　本件発明１の出願に関し，特許庁審査官は，平成元年８月１５日，各
物品，商品に付着させた共振標識を，該物品，商品が通過する領域で検知し，警報
を発するようにした電子安全装置において，上記共振標識の回路にヒューズ部を設
け，外界のエネルギーの付与により，該共振標識の共振特性を破壊する不作動化手
段を備えたものは，拒絶理由通知書記載の公報に記載されていること，２つの電極
を誘電体を挟んで対向させて形成した共振標識回路のコンデンサ部に，ヒューズ部
を設けることは，コンデンサのサージ破壊を知っている当業者であれば容易に想到
し得る事項であることなどを理由として，拒絶理由通知書を発した（乙１の４の
１）。
　　　　　　これに対し，出願人は，平成２年３月１２日付手続補正書を提出し，
本件発明１に関する請求項につき，本件明細書１の「（特許）請求の範囲」欄どお
りの記載に補正した。
　　　　　　そして，出願人は，同月１４日付意見書において，前記拒絶理由通知
書に記載された技術は，いずれもヒューズリンクを用いるものであるのに対し，本
件発明１は，このようなヒューズリンクを用いた構成に随伴する欠点の解消を目的
とし，ヒューズリンクを溶断させる代わりに，導電部の間にあって導電部を相互に
電気的に絶縁している誘電材に絶縁破壊を生じさせるという構成を採用しており，
ヒューズを設けるという構成を採用していない，誘電材を貫通して生じる絶縁破壊
を用いると，標識回路の共振特性を様々な仕方で破壊又は変化させることができ，
例えば，電気アークを誘電材の貫通する所望の放電路に沿って発生させ，導電部
（つまり標識回路）の電気的連続性を破壊したり，また導電部間に短絡路を形成し
て標識回路の一部を短絡させることができる旨説明した。
　　　イ　文献等について
　　　　　前記１，(1)，ア，(イ)記載の文献等のうち，乙７の２については，昭和
４８年，乙１３については昭和４６年と，いずれも本件発明１の出願以前にそれぞ
れ出版されている。そして，前記のとおり，これらの文献においては，アーク放電
と火花放電や他の放電形式とが明確に区別して記載されている。
　　(2)　均等侵害の有無に関する判断
　　　　以上の点に照らすと，出願人は，アーク放電を発生させる以外の方法によ
っても，標識回路の共振特性を破壊するという効果をもたらすことができることを
認識し，また，放電の種類に関し，火花放電等の他の放電形式も存在することが公
知である中で，本件明細書１において，専らアーク放電を発生させる態様のみを
「特許請求の範囲」に記載したものであるということができる。
　　　　そうすると，出願人は，本件発明１の出願手続において，本件発明１の技
術的範囲を，アーク放電を発生させる構成のみに限定し，その他の放電形式を除外
したというべきである。
　　　　したがって，被告製品において火花放電が生じているとしても，均等の成
立を妨げる特段の事情があるというべきであり，原告の均等侵害に関する主張は理
由がない。
  〔本件発明２と被告製品２及び４との対比〕
　３　争点(3)（本件発明２の構成要件充足性）について
　　(1)　構成要件Ｊの充足性について
　　　ア　「貫通切込み又は貫通孔」の意義
        (ア)　本件明細書２の記載
　　　　　　本件明細書２には，以下の記載がある。
　　　　ａ　本件明細書２の「特許請求の範囲」欄には，「予定短絡通路が，前記
絶縁層(1)に設けた少なくとも１ケの貫通切込み又は貫通孔(11)で形成されているこ
とを特徴とする，共振ラベル」との記載がある（本件明細書２第１欄８ないし１０



行目）。
　　　　ｂ　本件明細書２の「発明の詳細な説明」欄の「従来の技術」には，ラベ
ルの非作動化に必要なエネルギーを低減する従来例として，①ラベルを製作してか
らその１か所，特にコンデンサプレートの範囲にノッチを設ける方法があるが，こ
の方法では，数百分の１ｍｍの厚さの基盤にその都度所定の深さのノッチを入れる
のは極めて困難であり，実際には導電層が切込みによって種々の深さに絶縁層の中
に入り込むか，あるいは切込みが表面に入るだけで，そのため火花を「迂回して」
とばすのにかなり大きな非作動化エネルギーを必要とし，こうしてコイルの特性が
非常に変動する結果となる旨の記載がある。また，別の従来例として，②ラベルを
製作してから，導電層が絶縁層のみを介して対向している範囲で場所的に限定した
圧力を加え，誘電体をこの圧力により局部的に薄くする方法があるが，この方法で
は，製作したラベルの各層の厚さの変動が，加圧後に得られた誘電体の性能低下に
大きく影響するほか，加圧された面積が比較的大きいため，これが共振回路の共振
周波数に大きく影響し，あらかじめ定めた共振周波数への調節，または少なくとも
ある狭い周波数範囲への調節が難しいという欠点があり，また，従来誘電体として
専ら使用されていた約２６ないし３０μｍの範囲のかなり厚いポリエチレンが使用
されており，これを加圧により５ないし８μｍに減らさなければならないという問
題点もある旨の記載がある（本件明細書２第４欄２８行ないし第５欄７行目）。
　　　　ｃ　本件明細書２の「発明の詳細な説明」欄の「目的達成の手段と効果」
には，「貫通した１ケの切込み又は孔（複数，例えば２ケ乃至３ケ在ってもよい）
を絶縁層に配置することによって，場所的に限られた，しかも規定された不均質性
を作ることができる。・・・この穿孔（本発明の意味では『孔』又は『穿孔』とは
常に切込みを言う）により，放電に明瞭な通路が与えられ，－従来のように－分子
構造の間に通路を切り開く必要はない。非作動化の火花は対向した２ケの導電層の
間の最短の通路，又は電気抵抗の最小の箇所を通る。その場合，－公知の型押しの
場合のような－厚さの変動等の影響はない。この切込み又は孔により，非作動化が
従来より遥かに確実に行われ，・・・」との記載がある（本件明細書２第５欄２９
ないし４２行目）。
　　　　ｄ　本件明細書２の「発明の詳細な説明」欄の「実施例」には，「従来の
技術と異なるのは，両方の導電層２，３が対向している範囲に絶縁層１が少なくと
も１ケの貫通孔１１を有する点である。これは，誘電子５の（第１図で）右側のコ
イルの部分と，コンデンサプレート８と端子板９とを結ぶ桟１２との範囲であって
もよいが，コンデンサプレート７，８の間の範囲１０に孔１１を配置するのが好ま
しい。更に付言すれば，複数の孔１１の代りにその内の１ケだけを設けてもよい
が，Ｑに対する影響を少なくする為には，孔全体の占める断面積があまり大きくな
らないようにするのが望ましい。」と貫通孔を設ける位置及びその占める断面積の
大きさに関する記載があり，続けて望ましい孔の大きさや面積に関する記載がある
（本件明細書２第７欄１３ないし３１行目）。また，設けられる孔の位置に関し，
複数の孔を設ける場合の隣接した孔の間の最低限の間隔及び望ましい間隔について
記載されている（本件明細書２第７欄４９行ないし第８欄９行目）。さらに，同欄
には，穿孔の方法の例としてナイフロール又は針ロールを用いる方法について，そ
の際に使用する工具の説明や，レーザーを使用して穿孔する方法の説明がされてい
るほか，穿孔すべき位置の決め方，針ロールの針の好ましい温度，針の構成，穿孔
手段，工具などの説明が記載されている（本件明細書２第８欄３０行ないし第１０
欄４５行目）。
　　　　(イ)　小括
  　　　　ａ　以上の本件明細書２の記載内容に照らすと，本件発明２は，放電を
特定の位置に生じさせてラベルを非作動化させるために，特に電極間の絶縁体の一
定の場所を何らかの方法により切り開いて一定の大きさ，間隔で切込み又は孔を形
成することにその特徴があるということができる。したがって，構成要件Ｊの「貫
通切込み又は貫通孔」とは，電極間の絶縁層を切り開いて設けた開口を意味するも
のというべきである。
　　　　ｂ　これに対して，原告は，本件発明２は物の発明であるから，製造方法
によって限定されない旨主張する。しかし，前記(1)アに記載したとおり，本件明細
書２では，「場所的に限定した圧力を加え，誘電体をこの圧力により局部的に薄く
する方法」などを従来例として挙げた上で，その問題点を指摘していること，本件
発明２の実施例として，穿孔の方法としてナイフロール等を使用する方法を開示し
ていること等に照らすならば，本件発明２は，ナイフロール等を使用して，所定の



位置に確実に形成される貫通切込み又は貫通孔を有していることに特徴があるとい
うべきである。したがって，原告の主張は，構成要件Ｊの「貫通切込み又は貫通
孔」に関する上記の解釈を左右するに足りない。
　　(2)　被告製品との対比
　　　ア　被告製品の製法
　　　　　被告製品に存在するクレーター状部は，以下の方法により形成される
（乙１６）。すなわち，被告製品のクレーター状部は，(ア)加熱した直径１ｍｍ程
度の金属製ピンによって，アルミニウム３を押圧する，(イ)このピンによって，ア
ルミニウム板３からアルミニウム５方向に押圧することにより，アルミニウム板３
と基材１が変形し，クレーター状部９（リング状の９ａ部と平坦部９ｂ）が形成さ
れる，(ウ)この押圧によって，アルミニウム板３の裏側にあるポリエチレン層は圧
力によって押しつぶされ，薄いポリエチレン部９ｃが形成されるものである。
　　　　　そうすると，被告製品のクレーター状部は，ラベルの一部に圧力を加え
ることにより，結局，薄いポリエチレン層を作出する方法により製造されており，
これは，正に，前記(1)ア(ア)ｂ記載の従来例②と同様の方法であって，絶縁層を切
り開く過程は存在しない。
　　　　　このような被告製品の製造方法に照らすならば，被告製品に貫通孔が存
在すると認めることはできない。したがって，被告製品は，本件発明２の構成要件
Ｊの「貫通切込み又は貫通孔」を具備せず，被告製品は，本件発明２の構成要件Ｊ
を充足しない。
　　　　　この点について，原告は，被告製品２及び４のクレーター状部には貫通
孔が存在する旨主張し，これに沿う証拠として甲１３（実験報告書）を提出する。
しかし，仮に被告製品に貫通孔が存在したとしても，前記の被告製品の製造方法に
照らすならば，絶縁層を薄くし，薄いポリエチレン部を形成する際に，偶発的に形
成され得るにすぎない開口部が，構成要件Ｊの「貫通孔」に当たるということはで
きないので，この点の原告の主張を採用することができない。
第４　結論
　　　以上によれば，原告の請求は，その余の点を判断するまでもなく，いずれも
理由がない。

　　　　　　東京地方裁判所民事第２９部

　　　　　　　　　　　　裁判長裁判官    飯　村　敏　明
                       　　

                    　　　　　裁判官    神　谷　厚　毅

　　　　　裁判官今井弘晃は転補のため署名押印することができない。

　　　　　　　　　　　　裁判長裁判官    飯　村　敏　明
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